
45

公
営
企
業
会
計

ｍ３

ｍ３

ｍ３

　

第
３
号
被
保
険
者
期
間
と
重
複
す

る
厚
生
年
金
等
の
加
入
期
間
が
、
裁

定
後
に
判
明
し
た
場
合
の
取
扱
い
が

変
更
に
な
り
ま
し
た
。

付
加
保
険
料
と
は
？

　

平
成
21
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金

額
は
、
40
年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
の

満
額
で
７
９
２　

１
０
０
円
で
す
が
、
老

後
に
よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い
と
考

え
て
い
る
方
の
た
め
に
、
付
加
年
金
制
度

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
毎
月
の
国
民
年

金
保
険
料
１
４　

６
６
０
円
（
平
成
21
年

度
の
定
額
保
険
料
）
に
付
加
保
険
料
を
上

乗
せ
し
て
納
付
す
る
と
、
付
加
年
金
が
老

齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る

し
く
み
で
す
。

　

ま
た
、
将
来
の
生
活
設
計
に
合
わ
せ
て

上
乗
せ
の
年
金
を
考
え
て
い
る
第
１
号
被

保
険
者
の
方
に
は
、
付
加
年
金
の
ほ
か
に

も
、
公
的
な
年
金
制
度
で
あ
る
国
民
年
金

基
金
※
等
が
あ
り
ま
す
。

※
国
民
年
金
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.npfa.or.jp/

付
加
保
険
料
の
額
は
？

　

月
額
４
０
０
円
で
す
。
付
加
保
険
料
を

納
付
で
き
る
の
は
、
国
民
年
金
の
第
１
号

被
保
険
者
ま
た
は
任
意
加
入
被
保
険
者
の

方
で
す
。
保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納
付
猶

予
を
受
け
て
い
る
方
や
国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
て
い
る
方
は
、
付
加
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
農

業
者
年
金
の
加
入
者
の
方
は
、
必
ず
付
加

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
お

申
し
込
み
い
た
だ
い
た
月
分
か
ら
と
な
り
、

定
額
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
月
額
１
５　

０

６
０
円
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

付
加
年
金
額
は
？

　

「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月

数
」
で
計
算
さ
れ
、
２
年
以
上
受
給
す
る

と
、
支
払
っ
た
付
加
保
険
料
以
上
の
付
加

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
の
納
付
手
続
き
は

　

町
民
環
境
課
ま
た
は
お
近
く
の
社
会
保

険
事
務
所
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
後

日
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
納
付
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替
を
ご
利

用
の
方
は
、
定
額
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て

振
替
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

？？
平成21年10月から国民年
金保険料収納業務の民間委
託（市場化テスト）を実施しま

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料

が
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に
対
し
て
電
話

や
文
書
、
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
督
励
及

び
保
険
料
の
収
納
業
務
に
つ
い
て
、
民
間

委
託
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
競

争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
従
来
、
官

が
行
っ
て
き
た
事
業
に
民
間
事
業
者
の
参

入
機
会
を
広
げ
、
民
間
事
業
者
の
創
意
工

夫
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
に
よ
り
、
低
コ
ス

ト
で
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指

す
「
市
場
化
テ
ス
ト
事
業
」
と
し
て
導
入

さ
れ
た
も
の
で
、
社
会
保
険
庁
（
地
方
社

会
保
険
事
務
局
）
か
ら
委
託
を
受
け
た
民

間
事
業
者
が
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の

ご
案
内
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

三
重
県
に
お
い
て
も
、
平
成
21
年
10
月

か
ら
民
間
委
託
（
市
場
化
テ
ス
ト
）
が
す

べ
て
の
社
会
保
険
事
務
所
で
実
施
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

問い合わせ先　四日市社会保険事務所　℡３５３・５５１５　　町民環境課　℡３６６・７１１５

※
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
と
は
、

会
社
員
や
公
務
員
に
扶
養
さ
れ
る

配
偶
者
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の

方
は
、
保
険
料
を
納
付
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
第
３
号
被
保

険
者
と
な
っ
た
旨
の
届
出
を
行
う

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

老
齢
年
金
を
受
け
始
め
て
か
ら
、

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
期
間

と
重
複
す
る
会
社
等
に
お
勤
め
さ

れ
た
期
間
（
厚
生
年
金
等
の
加
入

期
間
）
が
新
た
に
判
明
し
た
場
合

に
は
、
会
社
等
を
退
職
し
た
後
の

第
３
号
被
保
険
者
期
間

が
引
き
続
き
年
金
額
に

反
映
さ
れ
る
期
間
（
保

険
料
納
付
済
期
間
）
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
、
過

去
の
年
金
額
が
減
額
と

な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

※　

既
に
年
金
額
を
返

納
さ
れ
た
方
に
は
、
返

納
さ
れ
た
額
が
改
め
て

支
払
わ
れ
ま
す
。

60歳 65歳

老齢基礎年金第３号被保険者期間

第３号被保険者期間 老齢基礎年金

第３号被保険者期間 老齢基礎年金

届出 裁定 特例届出

記録訂正前

記録訂正後

記録訂正後

記録訂正

記録訂正

未届けであったことが判明＝年金の受給資
格にも年金額にも反映されませんでした。

年金を払いすぎていたとして
返還を請求していました。

保険料納付済期間として
取り扱います。

＜いままでは＞

＜これからは＞

具体例

必
要
な
手
続
き
は

　

社
会
保
険
事
務
所
に
申

出
書
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

付加保険料を納付しませんか�

　

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
毎
年

度
、
実
質
的
な
赤
字
や
外
郭
団
体
を

含
め
た
実
質
的
な
将
来
負
担
等
に
係

る
指
数
（
健
全
化
判
断
比
率
）
と
公

営
企
業
ご
と
の
資
金
不
足
比
率
を
議

会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

川
越
町
の
平
成
20
年
度
の
健
全
化

判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
は
下
記

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
実
質
収
支

は
４
億
円
（
7
・
41
％
）
の
黒
字
、

連
結
実
質
収
支
は
10
・
６
億
円
（
19

・
29
％
）
の
黒
字
で
す
。

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

―％ ―％ 7.1％ ―％健全化判断比率
早期健全化基準 14.70％ 19.70％ 25.0％ 350.0％

※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「―」と表示して
　います。

健全化判断比率

公共下水道事業
―％資金不足比率

経営健全化比率

水道事業

―％
20％

会計別資金不足比率

川
越
町
の

健
全
化
判
断
比
率

資
金
不
足
比
率

 平成
20年度

※資金不足額がないため、
資金不足比率は「―」と
表示しています。

平成20年度決算公表
■
国
保　

診
療
施
設
勘
定

　
　

歳
出
歳
入
と
も
に
減

　

歳
出
決
算
額
は
１
億
３
９
９
万
４

千
円
で
前
年
度
よ
り
４
・
０
％
、
金

額
に
し
て
４
３
４
万
４
千
円
の
減
と

な
り
ま
し
た
。
主
な
も
の
は
総
務
費

の
８
５
４
６
万
円
で
す
。
歳
入
決
算

額
は
１
億
２
４
４
０
万
８
千
円
で
前

年
度
よ
り
５
・
１
％
、
金
額
に
し
て

６
７
０
万
円
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

収
入
全
体
の
81
％
が
診
療
収
入
で
す
。

■
老　

人　

保　

健

　
　

歳
出
決
算
90
・
４
％
減

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
75
歳
以
上
の

高
齢
者
等
を
対
象
と
し
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と

に
よ
り
、
平
成
20
年
度
の
決
算
は
、

主
に
平
成
20
年
３
月
診
療
分
に
係
る

収
支
と
な
り
ま
し
た
。
歳
出
決
算
額

は
、
８
３
８
７
万
９
千
円
で
前
年
度

よ
り
90
・
４
％
、
金
額
に
し
て
７
億

８
６
５
３
万
８
千
円
の
減
と
な
り
ま

し
た
。
主
な
も
の
は
、
医
療
諸
費
で

８
０
５
３
万
１
千
円
、
こ
の
う
ち
医

療
給
付
費
等
が
８
０
２
２
万
２
千
円

で
前
年
度
よ
り
90
・
７
％
の
減
と
な

り
ま
し
た
。
歳
入
決
算
額
は
１
億
９

４
１
０
万
１
千
円
で
前
年
度
よ
り
80

･

３
％
、
金
額
に
し
て
７
億
８
９
１

６
万
８
千
円
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

■
後
期
高
齢
者
医
療

　
　

新
制
度
が
ス
タ
ー
ト
！

　

国
民
医
療
費
の
増
加
、
少
子
高
齢

化
の
急
速
な
進
展
等
に
よ
り
、
保
険

制
度
の
運
営
が
極
め
て
厳
し
い
状
況

下
の
中
、
今
後
も
国
民
皆
保
険
制
度

を
堅
持
し
、
医
療
保
険
制
度
を
将
来

に
わ
た
り
持
続
可
能
な
も
の
に
し
て

い
く
た
め
に
、
平
成
20
年
度
か
ら
75

歳
以
上
の
高
齢
者
等
を
対
象
と
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
歳
出
決
算
額
は
、
９
９

４
９
万
７
千
円
で
、
主
な
も
の
は
後

期
高
齢
者
広
域
連
合
納
付
金
９
２
２

９
万
４
千
円
で
し
た
。
歳
入
決
算
額

は
、
１
億
２
３
２
万
１
千
円
で
、
主

な
も
の
は
保
険
料
７
３
１
０
万
４
千

円
で
、
収
納
率
は
98
・
９
％
で
し
た
。

ま
た
、
平
成
21
年
３
月
末
現
在
の
被

保
険
者
数
は
１
１
１
０
人
で
し
た
。

■
介　

護　

保　

険

　
　

歳
出
決
算
６
・
０
％
増

　

歳
出
決
算
額
は
、
６
億
２
４
８
４

万
６
千
円
で
前
年
度
よ
り
６
・
０
％
、

金
額
に
し
て
３
５
１
５
万
６
千
円
の

増
と
な
り
ま
し
た
。
主
な
も
の
は
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
保
険
給
付

費
で
、
５
億
２
２
１
１
万
５
千
円
と

な
り
６
・
３
％
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
の
実
施
状

況
で
は
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定

者
は
20
年
度
末
現
在
３
８
１
人
と
な

っ
て
お
り
、
要
介
護
度
３
、
４
、
５

の
認
定
者
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

歳
入
決
算
額
は
、
６
億
２
５
２
０
万

５
千
円
で
、
前
年
度
よ
り
５
・
０
％
、

金
額
に
し
て
２
９
５
０
万
９
千
円
の

増
と
な
り
ま
し
た
。

■
公
共
下
水
道
事
業

　
　

歳
出
決
算
４･

２
％
増

　

歳
出
決
算
額
は
、
14
億
２
７
６
４
万

８
千
円
で
前
年
度
よ
り
４
・
２
％
、金
額

に
し
て
５
７
０
２
万
２
千
円
の
増
と
な

り
ま
し
た
。
昨
年
度
に
引
き
続
き
雨

水
の
整
備
な
ど
を
進
め
、高
島
、亀
尾

の
主
要
な
雨
水
幹
線
の
築
造
工
事
を

実
施
し
ま
し
た
。
歳
入
決
算
額
は
、
14

億
８
６
４
８
万
２
千
円
で
、前
年
度
よ

り
２
・
８
％
、金
額
に
し
て
４
０
１
１
万

１
千
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

■
水　

道　

事　

業　

　
　

当
新
田
地
内
配
水
管

　
　

布
設
替
工
事
等
を
実
施

　

年
間
配
水
量
は
、
１
８
５
万
３
２

１
９　

（
前
年
度
比
１･

７
％
減
）
、

１
日
平
均
給
水
量
は
５
０
７
７　

、

１
日
最
大
給
水
量
は
６
０
０
０　

（
８

月
７
日
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

決
算
状
況
は
、
収
益
で
は
、
水
道

料
金
収
入
が
約
２
億
２
４
１
２
万
７

千
円
（
前
年
度
比
２
・
４
％
減
）
、

他
会
計
補
助
金
が
、
約
６
７
５
０
万

円
（
前
年
度
比
28
・
３
％
減
）
等
と

な
り
、
全
体
で
約
３
億
１
８
１
万
７

千
円
（
前
年
度
比
８
・
８
％
減
）
と

な
り
ま
し
た
。

　

一
方
費
用
で
は
、
受
水
費
が
約
１

億
３
６
４
０
万
４
千
円
（
前
年
度
比

０
・
９
％
減
）
、
配
水
施
設
に
係
る

修
繕
工
事
費
が
約
９
９
０
万
９
千
円

（
前
年
度
比
５
６
・
２
％
減
）
等
と

な
り
、
全
体
で
約
２
億
８
５
１
８
万

円
（
前
年
度
比
９
・
６
％
減
）
と
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、

主
な
建
設

改
良
事
業

と
し
て
、

当
新
田
地

内
配
水
管

布
設
替
工

事
（
第
１
・

２
工
区
）

及
び
朝
明

配
水
場
施
設
更
新
工
事
等
の
事
業
を

実
施
し
ま
し
た
。

，

，

，

裁定後に判明した
厚生年金等の期間

記録訂正前の年金額
が減額になりません。

平成20年度　水道事業会計損益計算書

△2.4

55.8

△8.8

△20.9

15.2

55.8

△56.2

△0.9

△30.8

△9.6

△28.3

26.1

△16.0

項　　目 金額（千円）

収　
　

益

水道料金 224,127

受託工事収益 5,105

他会計補助金 67,500

その他収入 5,085

計

費　
　

用

人件費 36,855

支払利息 3,386

9,909施設修繕費

減価償却費 54,296

受託工事費 5,105

受水費 136,404

その他費用 39,225

計 285,180

単年度損益 16,637

301,817

増減率（％）


